
★ 

予
算
執
行
事
務
等
に
つ
い
て
賠
償
責
任
を
負
う
べ
き
補
助
職
員
を
指
定
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則
（
規
則
第
十
七
号
）
（
審
査
指
導
課
） 

 

一 
改
正
の
要
旨 

 

地
方
自
治
法
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
引
用
条
項
の
整
理
を
行
っ
た
。 

 

二 

施
行
期
日 

令
和
六
年
四
月
一
日 



★ 

広
島
県
会
計
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
十
八
号
）
（
審
査
指
導
課
） 

 
一 
改
正
の
要
旨 

 
地
方
自
治
法
及
び
地
方
自
治
法
施
行
令
の
一
部
が
改
正
さ
れ
、
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
制
度
が
施
行

さ
れ
た
こ
と
等
に
伴
い
、
関
係
規
定
を
整
理
す
る
な
ど
必
要
な
改
正
を
行
っ
た
。 

 

二 

施
行
期
日 

令
和
六
年
四
月
一
日 



★ 

出
納
員
そ
の
他
の
会
計
職
員
の
任
命
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
十
九
号
）

（
審
査
指
導
課
） 

 

一 
改
正
の
要
旨 

 
 
 

出
納
員
に
任
命
す
る
職
の
見
直
し
及
び
行
政
組
織
の
再
編
等
に
伴
い
、
関
係
規
定
を
整
理
す
る
な
ど
、

必
要
な
改
正
を
行
っ
た
。 

 

二 

施
行
期
日 

 
 
 

令
和
六
年
四
月
一
日 

 
 



★ 

広
島
県
物
品
管
理
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
二
十
号
）
（
総
務
局
） 

 
一 
改
正
の
要
旨 

 
 
 

行
政
手
続
等
に
お
け
る
デ
ジ
タ
ル
化
の
推
進
を
図
る
た
め
、
記
録
媒
体
に
係
る
規
定
の
見
直
し
を
行

っ
た
。 

 
 

１ 

広
島
県
物
品
管
理
規
則 

２ 

広
島
県
予
算
規
則 

３ 

広
島
県
公
有
財
産
管
理
規
則 

４ 

広
島
県
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
条

例
施
行
規
則 

５ 

広
島
県
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
施
行
細
則 

６ 

社
会
福
祉
法
に
基
づ
く
無
料
低
額
宿
泊
所
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
施
行

規
則 

７ 

建
築
士
法
施
行
細
則 

 

二 

施
行
期
日 

 
 
 

令
和
六
年
四
月
一
日 

  



★ 

広
島
県
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則
（
規
則
第
二
十
一
号
）
（
総
務
局
） 

 

一 
改
正
の
要
旨 

 
 
 

行
政
手
続
等
に
お
け
る
デ
ジ
タ
ル
化
の
推
進
を
図
る
た
め
、
電
磁
的
記
録
に
よ
り
文
書
の
作
成
等
を

行
う
場
合
に
情
報
通
信
技
術
の
進
展
を
踏
ま
え
た
適
切
な
方
法
に
よ
る
こ
と
と
す
る
な
ど
、
必
要
な
改

正
を
行
っ
た
。 

 

二 

施
行
期
日 

 
 
 

令
和
六
年
四
月
一
日 



★ 

広
島
県
の
事
務
を
市
町
が
処
理
す
る
特
例
を
定
め
る
条
例
に
基
づ
き
市
町
が
処
理
す
る
事
務
の
範
囲
を

定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
二
十
二
号
）
（
市
町
行
財
政
課
） 

 

一 
改
正
の
要
旨 

広
島
県
の
事
務
を
市
町
が
処
理
す
る
特
例
を
定
め
る
条
例
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
規
則
に
定
め
る
事

務
の
範
囲
の
規
定
に
つ
い
て
必
要
な
改
正
を
行
っ
た
。 

 

二 

施
行
期
日 

 
 
 

令
和
六
年
六
月
一
日 



★ 

感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則
（
規
則
第
二
十
三
号
）
（
健
康
福
祉
局
） 

 

一 
改
正
の
要
旨 

 
 
 

感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
が
改
正
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
外
出
自
粛
対
象
者
等
が
第
二
種
協
定
指
定
医
療
機
関
か
ら
受
け
る
医

療
に
要
す
る
費
用
の
公
費
負
担
申
請
方
法
を
定
め
る
な
ど
、
必
要
な
改
正
を
行
っ
た
。 

 

二 

施
行
期
日 

 
 
 

令
和
六
年
四
月
一
日 

 



★ 

児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
二
十
四
号
）（
こ
ど
も
家
庭
課
） 

 
一 
改
正
の
要
旨 

 
 
 

児
童
福
祉
法
の
一
部
が
改
正
さ
れ
、
児
童
自
立
生
活
援
助
の
実
施
場
所
が
見
直
さ
れ
た
こ
と
等
に
伴

い
、
必
要
な
改
正
を
行
っ
た
。 

 

二 

施
行
期
日 

 
 
 

令
和
六
年
四
月
一
日 

 



★ 

母
子
福
祉
資
金
、
父
子
福
祉
資
金
及
び
寡
婦
福
祉
資
金
の
貸
付
け
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則
（
規
則
第
二
十
五
号
）（
こ
ど
も
家
庭
課
） 

 

一 
改
正
の
要
旨 

 
 

母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
施
行
令
の
一
部
が
改
正
さ
れ
、
家
計
が
急
変
し
、
児
童
扶
養
手

当
受
給
相
当
ま
で
所
得
が
減
少
し
た
者
に
対
す
る
資
金
が
新
た
に
規
定
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
貸
付
け

の
申
請
に
必
要
な
添
付
書
類
を
追
加
す
る
な
ど
、
必
要
な
改
正
を
行
っ
た
。 

二 

施
行
期
日 

 
 

令
和
六
年
四
月
一
日 

 



★ 

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
二
十

六
号
）
（
疾
病
対
策
課
） 

 

一 
改
正
の
要
旨 

 
 
 
 

措
置
入
院
者
の
症
状
消
退
届
に
つ
い
て
、
国
で
標
準
的
な
様
式
が
定
め
ら
れ
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
規

定
を
整
理
す
る
な
ど
、
必
要
な
改
正
を
行
っ
た
。 

 

二 

施
行
期
日 

 
 
 

令
和
六
年
四
月
一
日 

 



★ 

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
第
三
十
八
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
任
意
入
院
者 

の
症
状
等
の
報
告
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
二
十
七
号
）
（
疾

病
対
策
課
） 

 

一 

改
正
の
要
旨 

 

 
 
 

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
の
一
部
が
改
正
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
引
用
条
項

の
整
理
及
び
任
意
入
院
者
の
症
状
等
の
報
告
に
係
る
様
式
の
改
正
を
行
っ
た
。 

 

二 

施
行
期
日 

 
 
 

令
和
六
年
四
月
一
日 

 



★ 

児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
の
指
定
の
申
請
者
に
関
す
る
事
項
並
び
に
指
定

通
所
支
援
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則
等
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
二
十
八
号
）
（
障
害
者
支
援
課
） 

 

一 

改
正
の
要
旨 

 

児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
指
定
通
所
支
援
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
等
の
一

部
改
正
を
踏
ま
え
、
児
童
発
達
支
援
の
類
型
が
一
元
化
さ
れ
る
こ
と
な
ど
に
伴
い
、
必
要
な
改
正
を
行

っ
た
。 

二 

施
行
期
日 

１ 

２
以
外
の
改
正 

令
和
六
年
四
月
一
日 

２ 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
指
定
障
害
福

祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
の
申
請
者
に
関
す
る
事
項
並
び
に
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
等

の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則
及
び
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び

社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
設
備
及
び
運

営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則
の
改
正
の
う
ち
就
労
選
択
支
援
に
係
る
改
正 

障
害
者

の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則

第
一
条
第
四
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日 



★ 

遊
漁
船
業
者
の
登
録
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
二
十
九
号
）
（
水
産
課
） 

 

 
一 
改
正
の
要
旨 

 
 

遊
漁
船
業
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
引
用
条
項
の
整
理
な
ど
必
要
な
改
正

を
行
っ
た
。 

 

二 

施
行
期
日 

 
 
 

令
和
六
年
四
月
一
日 
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